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第３章 基本目標と政策の基本方向

大きな時代の転換期にあって、新しい島根を築くために、今後の本県の将来像

と基本目標を明らかにします。

１．基本目標

本県が自立的に発展できる魅力ある地域として人々が真に豊かで快適に暮らし

、 、ていくには 変革の時代のなか厳しい財政状況下にあっても様々な課題を克服し

持続的に発展する活力ある島根を築いていく必要があります。

本県のめざすべき将来像を

『自立的に発展できる快適で活力のある島根』

として掲げ、この実現を基本目標とします。

この目標を達成するために、

・本県が持続的に発展していくための原動力となる産業の振興に取り

組みます。地域に根ざした産業や、先端産業など多様な産業が展開

する島根づくりを進めます。

・全国に先行する少子高齢社会にあって、誰もが必要な保健・医療・

福祉のサービスを受けることができ、犯罪や交通事故の少ない安全

・安心な島根づくりを進めます。

・心の豊かさが重視されるなかで、それぞれの地域の歴史や文化に誇

りを持ち、豊かな自然と共生できる快適で潤いのある島根づくりを

進めます。

・地域の発展には人づくりが大切であり、子どもたちが、たくましく

生きる力を身につけ、人々がライフスタイルに応じて学習や芸術、

スポーツなどを楽しみ、豊かな人生を実感できる島根づくりを進め

ます。

・地方分権が加速するなか、県内外の個性豊かで多様な地域が交流し、

相互に補完し合い、連携を深める島根づくりを進めます。
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２．政策の柱

島根の豊かな地域資源や、これまで取り組んできた各種基盤や諸施策の成果を

、 “ ”」最大限活かしながら 本県の独自性・魅力を高める取り組みを｢五つの 国造り

として、多様な主体と協働しながら推進していきます。

政策の柱Ⅰ．活力と働きの場を生み出す産業が力強く展開する島根の国造り

「自立的に発展できる快適で活力のある島根」の国造りには、活力ある産業

経済活動が必要です。

このため、新たな産業の創出など地域経済の活性化や就業機会の増加をも

たらす産業振興を進めます。

政策の柱Ⅱ．それぞれの地域で安全安心な生活ができる島根の国造り

「自立的に発展できる快適で活力のある島根」の国造りには、人々が平穏で

健康に暮らしていけることが必要です。

このため、災害等に備えるとともに、良好な治安を確保し、人々が共に支

え合い一人ひとりが住み慣れた地域で、安心して子どもを生み育て、生涯に

わたり健康で明るく安全安心な生活ができる社会をめざします。

政策の柱Ⅲ．豊かな環境のもとに快適な生活ができる島根の国造り

「自立的に発展できる快適で活力のある島根」の国造りには、人々は豊かな

環境の中で、活き活きと快適に暮らせることが必要です。

このため、人々が自然と共生し、優れた自然景観や歴史・文化に彩られた

潤いのある地域で、一人ひとりが利便性の高い快適な生活空間のなかで真に

豊かな生活ができる社会をめざします。

政策の柱Ⅳ．新しい時代を切り拓く人材を育む島根の国造り

「自立的に発展できる快適で活力のある島根」の国造りには、人々が、個人

として尊重され、それぞれ豊かで充実した人生を楽しむとともに、地域を愛

し、地域を支える社会活動に主体的、積極的に参画することが必要です。

このため、未来を切り拓く創造力や挑戦する精神に富み、生涯にわたり自

己の能力を高め、自らの判断のもとに行動できる人づくりを進めます。

政策の柱Ⅴ．産業・交流・連携を支える島根の国造り

「自立的に発展できる快適で活力のある島根」の国造りには、競創により地

域資源を活かした魅力ある地域が、相互に補完し合い持続的に発展できるこ

とが必要です。

このため、活力ある産業や他地域との多様な交流・連携を支える高速交通

・情報通信基盤の整備を進めます。
競創：競い合って新たな価値を創り出すこと。


